
平 成 ２ ３ 年 ３ 月 ３ １ 日

中 部 地 方 整 備 局

企 画 部 技 術 管 理 課

平成２３年度請負工事に於ける入札契約関係等に関する

建設業界向け説明会の開催について（お知らせ）

国土交通省中部地方整備局が発注する土木関係請負工事に関して、平成２３年度よ

り新たに実施する施策等（下記《説明内容》）についての、建設業界向け説明会を開催

するものです。

説明内容 １．工事調達ガイドラインの改定について （別紙－１）

２．土木工事共通仕様書の改定について （別紙－２）

３．付加的業務の運用基準（案）の試行について （別紙－３）

開催日時 平成２３年４月１５日（金）

１３：３０～１５：３０（１３：００～受付）

開催場所 名古屋市公会堂 四階ホール （別紙－４）

名古屋市昭和区鶴舞一丁目 1 番 3 号

※駐車台数に限りがありますので、

公共交通機関のご利用にご協力ください。

申込み方法 ・別記様式（別紙－５）に「参加希望者の氏名」・「所属」・「連絡先」を記

載してメールにて申込み下さい。

・会場の関係により各社１名程度でお願いします。

申込み先 次のメールアドレスに（別紙ー５）を送付お願いします。

hinkaku@cbr.mlit.go.jp

申込み期限 平成２３年４月８日（金） １６：００

＜問い合わせ先＞

企画部 技術管理課 技術審査係 ※別紙－１に係わること

検査係 ※別紙－２ 〃

基準第一係 ※別紙－３及び説明会に係わること

ＴＥＬ ０５２（９５３）８１３１



＜見直しポイント（新旧比較）＞

工事総合評価ガイドライン見直し（案）

・建設ＩＣＴの活用・＜新規＞

・廃止
・［舗装限定］自社保有のフィニッシャー、

技能者

・一部廃止（地域要件が中部地整管内の場合）・近隣地域内の工事実績

・簡易型 技術提案［１０点］・簡易型 技術提案［５点］

配 点

・項目の整理統合・災害復旧等の地域貢献

評価項目

・継続教育（ＣＰＤ）単位［１点］

平成22年4/1以降に年間推奨単位以上を

取得した場合

・継続教育（ＣＰＤ）単位［２点］

１年で推奨単位以上を取得した場合 ２点

２年で推奨単位以上を取得した場合 １点

平成２３年度平成２２年度

別紙－１



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

土木工事共通仕様書の改定について

平成23年2月

国土交通省

別紙－２
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１．土木工事共通仕様書の改定にあたって

【共通仕様書 改定の経緯】

・発出された通達、改定された技術基準等にあわせ、２年に１度、改定を実施。

H19.4- ： 舗装施工便覧、鋼道路橋塗装・防食便覧等の技術基準の改定に伴う条文の修正

H21.4- ： コンクリート標準示方書の改訂。工事書類の簡素化への対応。使いやすさへの配慮。

【共通仕様書とは】

・工事請負契約書と設計図書の内容について、
・統一的な解釈と運用を図るとともに、
・その他必要な事項を定め、契約の適正な履行の確保を図ることを目的としたもの。

【H23.4-の主な改定内容】

・業務効率化推進の取り組みの反映

受発注者ともに、提出書類の作成等に大幅な時間がとられ、
現場での監督・指導等の実施が難しい状況を受け、効率化推進の取り組みを反映する。
（H22.9.29 業務効率化実施方針、電子納品等要領等の反映）



契約書

工事
関係書類

契約図書

設計図書

契約関係書類

工事書類工事書類

現場代理人等通知書

工事写真工事写真

工事帳票工事帳票

請負代金内訳書

工程表

施工計画書施工計画書工事打合せ簿工事打合せ簿

工事履行報告書工事履行報告書材料確認願材料確認願

段階確認書段階確認書

確認・立会願確認・立会願

関係機関協議資料関係機関協議資料

品質管理資料品質管理資料

出来形管理資料出来形管理資料

等

等

工事完成図書工事完成図書

工事完成図工事完成図

工事管理台帳工事管理台帳

添付資料

施設管理台帳施設管理台帳

品質記録台帳品質記録台帳

トンネル台帳 等

生コンクリート品質記録表 等

地質土質調査成果地質土質調査成果
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（※２）
紙 ： パソコンの利用不能時や、

完成検査時の対比確認で必要
電子：維持管理等におけるデータの

利活用等

（※１）
ASPを導入する 工事 ： 電子で提出
ASPを導入しない工事 ： 紙で提出

H22.9.29 土木工事における受発注者の業務効率化実施方針H22.9.29 土木工事における受発注者の業務効率化実施方針

１－１．土木工事共通仕様書の改定にあたって

※同時に、不要な書類等を整理
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（１） 用語の定義の明確化
・工事帳票、電子検査の用語を新たに定義。
・工事完成図書、電子成果品、電子納品などの用語の定義を見直し。

（２） 工事完成図書、工事書類を分けて記載
・維持管理のために、長期保存する 「工事完成図書（電子成果品）」と、
・監督業務及び瑕疵対応のために、短期保存する 「工事書類（工事帳票、
工事写真）」を分けて記載

（３）電子データの納品方法等の明確化
・下記の①～④について、電子データを保存するフォルダ、データ形式等を設定。

①発注図として後工事で貸与されるデータ ②電子成果品
③工事帳票の情報共有システムからの出力データ
④デジタルカメラで撮影した工事写真のデータ

（４）二重納品排除の明確化
・施工中に受発注者間において紙資料で交換・共有した書類は電子納品しない。

H22.9.29 工事完成図書の電子納品等要領、ガイドラインの改訂H22.9.29 工事完成図書の電子納品等要領、ガイドラインの改訂

１－２．土木工事共通仕様書の改定にあたって

図 土木工事における電子納品・電子検査の流れ
（紙で工事帳票を利用する場合）図 電子媒体で用意する工事関係書類
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１－３．土木工事共通仕様書の改定にあたって

（１）用語の定義
・情報共有システムとは、ICT（情報通信技術）を活用し、

受発注者間の情報を電子的に交換・共有することによって
業務効率化を実現するシステム

（２）機能要件2.0 対応の情報共有システムの明確化
機能要件2.0で定義する１１機能を解説

①工事基本情報管理機能、②掲示板機能、
③スケジュール管理機能、 ④発議書類作成機能、

⑤ワークフロー機能、⑥書類管理機能、
⑦電子検査支援機能、⑧電子成果品作成支援機能、
⑨ワンデーレスポンス支援機能、⑩データ・システム連携機能、
⑪システム管理機能

（３）利用を必須とする機能

１）監督行為 ： 工事帳票の授受に関する機能
（④発議書類作成機能、⑤ワークフロー機能、
⑥書類管理機能）

２）検査行為 ： ⑦電子検査支援機能、
⑩データ・システム連携機能（データ移管機能）

H22.9.29 土木工事の情報共有システム活用ガイドラインH22.9.29 土木工事の情報共有システム活用ガイドライン
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２．土木工事共通仕様書の改定（主な内容）

2-1. 各条文に関する用語の変更
（１）工事関係書類の体系化に伴う用語の定義の見直し

（２）「情報共有システム」の新たな定義

（３）書面が不要な「連絡」の新たな定義

2-2. 受発注者の業務効率化・工事書類の簡素化への対応
（１）提出が不要な工事書類について「提出」→「提示」への見直し
（２）２重納品の排除を目的に工事完成図書の扱いを整理
（３）材料の扱いを改定

2-3. 条文への見出しの追加

2-4. その他
（１）契約書の改正に伴う用語の変更（「請負者」→「受注者」等）

（２）工事工種体系との整合（「舗装版破砕工」の追加）

（３）技術諸基準類の改定との整合

（４）適用すべき諸基準類の扱いの明確化

（５）一般化してきている規定の共通仕様書への明記

（６）語尾の統一

（７）提出様式の条文表現の統一

①用語の定義、提出、提示書類等を明確化

②ICT技術（情報共有システム(ASP)）の活用、二重納品の排除による業務の効率化

③ JIS規格の改定による指定材料の扱いの改定

【改定内容】



付加的業務の運用基準（案）の試行について

◆特記仕様書、工事請負契約における設計変更ガイドライン、土木工事書類作成提出要領、設計変
更に伴う適正な措置等により実施しているところであるが、設計図書の訂正又は変更に係わる作業
において受発注者間の役割分担について不明確事項があった。

↓
◆設計図書の訂正又は変更に係わる作業において受発注者間の役割分担を明確化。

概 要

やむを得ず、受注者へ資料作成を依頼する場合の適用条件のしばりを設定

【適用条件】
以下の条件を全て満たす場合のみ適用

（１）発注者の発議により、設計図書の修正とりまとめ作業を受注者が実施することについて、
事前に協議（作業期間を含む）が整っていること。

（２）設計図書の訂正又は変更内容は、当初の構造形式が変更とならない等設計思想が変わら
ないこと。

（３）出来形管理の取りまとめ時期等から想定して受注者以外ではとりまとめが困難な場合

運用基準（案）

※適用時期は、平成23年1月18日以降に

適用条件を満たす土木工事より適用。

別紙－３



●地下鉄「市役所」駅 2番出口より東へ徒歩約10分
●地下鉄鶴舞線「鶴舞駅」下車4番出口 徒歩2分
●市バス「鶴舞公園前」下車 徒歩3分
●JR中央線「鶴舞駅」下車 徒歩2分

説明会 名古屋市公会堂 四階ホール

別紙－４



中部地方整備局
企画部技術管理課
基準第一係　　　　　宛

メール送付先 hinkaku@cbr.mlit.go.jp （クッリクして下さい）

平成２３年４月１５日（金）　説明会　参加申込み書

所在地

県市町村を記載

記載例 （株）○○　■■支店 △△長 ●●　▲▲ 052-111-1111 qqqqq@aaa.xx 岐阜県高山市

電話番号 メールアドレス所属 役職 氏名

お知らせページのここをクリックすると
エクセル様式がダウンロードできます

別紙－５




